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市長あいさつ

●川口市教育大綱は、地域教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき定めるも
のです。

●市政全般の総合的な計画である「第6次川口市総合計画」で示す将来都市像「産業
と文化と自然が調和した 輝きあふれるまち 川口」の実現を教育分野からめざし、教
育の振興を総合的かつ計画的に推進するための指針として基本理念を掲げ、その
理念の実現に向けて、基本目標、施策、推進の方針、推進の柱で構成するものです。

●計画期間は５年間とし、本市の教育を取り巻く社会動向を勘案し策定しました。

　川口市では、平成28年に初めて教育大綱を策定し、早くも10年の歳月が経過しま

した。これまでの教育行政では、第5次川口市総合計画に掲げる将来都市像を基盤と

して、川口市教育大綱を具現化するため、さまざまな施策を推進して参りました。

　一方で、少子高齢化の進行、グローバル化の加速、子育て環境の多様化、急速な技

術革新など、教育を取り巻く環境はますます複雑化・多様化しており、予測困難な時

代の変化に対応し、生き抜く力を身に付けることがより重要となっています。

　こうした状況を踏まえ、川口の未来を担うすべてのこどもたちがより良い環境で育

ち、さらに市民一人ひとりが輝ける地域社会の実現をめざし、新たな羅針盤として

「川口市教育大綱」を改定いたしました。

　今回の改定にあたりましては、第6次川口市総合計画の将来都市像を教育分野か

ら実現するという思いを込め、教育大綱の基本理念を「未来を創造する人材を育て、

すべての人が輝く　川口の教育」と新たに定めました。この理念のもと、複雑化・多様

化する教育課題に迅速かつ適切に対応し、必要な施策を着実に実行して参ります。

　さらに、将来を見据え、人づくりを軸にした教育環境の充実を図り、すべての市民

の皆様が活躍する、輝くまち川口の実現に向けて全力で取り組んで参ります。

「真に選ばれるまち、輝くまち川口」の実現に向けた
教育の充実をめざして

川口市教育大綱とは
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基本理念

教育大綱の体系

　「いつの時代においても変わらない本質的なものを守りながら、時代の変化に適応していく」という

「不易流行」の考えを踏襲しつつ、学校教育においては、これまで培った教育力と指導力の向上を図ると

ともに、知・徳・体の調和のとれた人間形成を引き続きめざします。さらに、すべてのこどもたちがその能

力と可能性を最大限に発揮できる教育環境を整備し、未来を創造する力を備え、次世代の地域社会の

担い手となれる育成をめざします。また、生涯学習においては、幅広い年齢層が参加できる教育機会を

提供するとともに、学びや活動への意欲の高まりを自己実現へと繋げるための支援を行い、すべての市

民が精神的、肉体的、社会的に充実した状態を維持できる地域社会の形成をめざします。さらに、市民

一人ひとりが輝き、個性と魅力を伸ばしながら成長できる環境を整え、学びを通じて豊かな人間性を育

み、市民が社会の変化に適応し、地域に活力をもたらすことができる人材の育成をめざします。

未来を創造する人材を育て、
すべての人が輝く　川口の教育

５つの基本目標と１０の施策
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基本目標 施策

Ⅰ
すべてのこどもが学べる
多様な環境づくり

１　幼稚園・小学校・中学校教育の充実

２　高等学校教育の充実

Ⅱ
こどもの成長をサポートする
基盤づくり

３　教育力向上のための体制づくり

４　誰もが適切な教育を受けられる環境の充実

５　教育的資源の活用

Ⅲ
生涯学習・スポーツができる
環境づくり

６　生涯を通じて学び続けられる環境の充実

７　目的に応じてスポーツ・レクリエーション活動に
　　親しめる環境の充実

Ⅳ 歴史の継承と文化芸術の発信
８　歴史的資源の保存と活用

９　文化芸術の発信

Ⅴ 教育行政経営の基盤強化 10　教育施設の適正化



施策1

すべてのこどもが学べる
多様な環境づくり

ア 幼児教育の推進 

幼稚園・小学校・中学校教育の充実

施策2 高等学校教育の充実

基本目標

Ⅰ

幼児教育の充実推進の方針

■ 推進の柱

ア 魅力ある高等学校づくり 
イ 中高一貫教育推進に向けた特色ある附属中学校づくり

高等学校教育の推進推進の方針

■ 推進の柱

ア 一人ひとりを確実に伸ばす教育の推進 
イ 新しい時代に求められる資質・能力の育成
ウ グローバル化に対応する教育の推進
エ 技術革新や時代の変化に対応する教育の推進
オ 主体的に社会の形成に参画する力の育成
カ 特別支援教育の充実 
キ 一人ひとりの状況に応じた支援 

確かな学力と自立する力の育成を図る義務教育の充実推進の方針

■ 推進の柱

ア 豊かな心を育む教育の充実 
イ 生徒指導の充実 
ウ 人権を尊重した教育の推進 
エ 健康の保持・増進
オ 体力の向上と学校体育活動の充実

豊かな心と健やかな体の育成を図る義務教育の充実推進の方針

■ 推進の柱

授業の様子

川口市立高等学校・附属中学校 校舎
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こどもの成長をサポートする
基盤づくり

基本目標

Ⅱ
施策3

ア 特色のある学校づくりの推進 
イ 教職員の資質・能力の向上 
ウ 学校組織運営の改善と働きがいのある職場づくり
エ こどもたちの安全・安心の確保 
オ いじめ防止対策の推進 
カ 不登校児童生徒への支援 
キ 教育相談の充実 
ク 夜間中学の充実

教育力向上のための体制づくり

質の高い学校教育を推進するための環境の充実推進の方針

■推進の柱

施策4

ア 学校・家庭・地域が一体となった教育の推進
イ 青少年の健全育成
ウ 地域クラブ活動（文化芸術・スポーツ活動）の推進

誰もが適切な教育を受けられる環境の充実

地域の教育力・健全育成活動の充実推進の方針

■推進の柱

わくわくスクール

チャレンジスクール

自然体験村

施策5

ア 教育的資源の活用

教育的資源の活用

教育的資源の活用推進の方針

■推進の柱
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施策6

ア 多様な生涯学習活動の推進
イ ネットワーク機能を活用した図書館サービスの充実
ウ 新たな発見と学びのある科学館事業の推進

生涯を通じて学び続けられる環境の充実

学び合い共に支える社会をめざす生涯学習の推進推進の方針

■ 推進の柱

施策7

ア スポーツ・レクリエーション活動の推進　
イ スポーツ団体の活動支援

目的に応じてスポーツ・レクリエーション活動に
親しめる環境の充実

目的に応じてスポーツ・レクリエーション活動に親しめる環境の充実推進の方針

■ 推進の柱

川口マラソン大会

生涯学習・スポーツができる
環境づくり

基本目標

Ⅲ
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教育行政経営の
基盤強化

基本目標

Ⅴ

施策8

ア 文化財の調査・収集・保存
イ 文化財の活用
ウ 伝統文化の保護と継承に関わる支援
エ 古文書・写真等資料の保存と活用

歴史的資源の保存と活用

歴史的資源の保存と活用推進の方針

■推進の柱

施策9

ア 文化芸術活動の支援
イ 文化芸術拠点の活用

文化芸術の発信

文化芸術の発信推進の方針

■推進の柱

施策10

ア 小中学校の適正規模・適正配置
イ 学校施設の整備・充実
ウ 社会教育施設の整備・充実
エ スポーツ施設の整備・充実

教育施設の適正化

教育施設の適正な環境整備・充実推進の方針

■ 推進の柱

（仮称）神根総合運動公園イメージ

川口市立美術館

市指定無形民俗文化財 江戸袋の獅子舞

歴史の継承と
文化芸術の発信

基本目標

Ⅳ
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川口市教育大綱
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本冊子の表紙デザインは、基本理念である「未来」
「輝き」をイメージし、それらをキューブに見立て
て積み上げていく様子を表現しています。配色は、
さわやかで洗練された印象となるような色使いと
し、また、デザインは、持続可能性や未来への広がり
を表しています。


